
大阪府河川整備審議会 今後の審議スケジュール（案） 

水系名 
対象 
河川数 

審議スケジュール 

第1四半期 第2四半期 第3四半期 第4四半期 H25年度 

① 神崎川ブロック (24河川)※1 

② 石津川水系 7河川 

③ 西除川ブロック 7河川 

④ 大津川水系 6河川 

⑤ 佐野川水系 3河川 

⑥ 石川ブロック 13河川 

⑦ 淀川左岸ブロック 7河川 

⑧ 淀川右岸ブロック 10河川 

※1  神崎川ブロックに関しては、今年度、安威川ダム利水撤退に係る変更を予定（対象河川の審議は次年度以降） 
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表中の   は、河川整備審議会（旧委員会含）における審議時期、   は治水専門部会における審議時期を表している。 

なお、  内の数字は、【参考１】河川整備計画策定に至る審議の流れをもとに、河川整備審議会における審議の何回目

に相当するかを表している。 
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【参考１】 河川整備審議会における審議フロー （一般例） 

大阪府河川整備審議会 住民、関係機関等 大阪府河川整備審議会 治水専門部会 

対象河川に行き、現場視察 現場視察 

当面の治水目標の設定を審議 審議2回目 

治水手法案を審議 審議3回目 

河川整備計画(原案)を審議 審議4回目 

河川整備計画（案）を審議 審議6回目 

河川整備計画（原案）を再審議 
(前回委員会意見を反映し、再審議) 

審議5回目 

当面の治水目標の設定 
を審議 

部会審議 
1回目※ 

住民への縦覧、住民説明会 

関係省庁、市町村へ意見照会 

河川整備計画(案)の国交省への申請 

河川整備計画の策定 

対象河川の流域の概要を説明 審議1回目 

※対象の河川数や部会意見等によって
は、２回以上の審議を行うこともある。 


